
新潟市救急搬送患者受入促進事業費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、救急患者の受け入れ体制を維持・強化し救急医療体制の充実を図る

ため、救急指定病院が救急車により搬送された救急患者(以下「救急搬送患者」という)

を受け入れて診療する事業(以下「救急搬送患者受入促進事業」という。)を実施した場

合に、受け入れた救急搬送患者数の実績に基づき予算の範囲内において補助金を交付す

ることとし、その交付に関しては新潟市補助金等交付規則（平成１６年新潟市規則第１

９号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助事業者） 

第２条 救急搬送患者受入促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を受けることがで

きる者(以下「補助事業者」という。)は、当該年度の４月１日現在救急病院等を定める

省令(昭和３９年２月２０日厚生省令第８号)第 1 条第 1 項に規定する救急病院として同

省令第 2 条の規定により新潟県知事が告示した新潟市内に所在する救急病院を運営する

法人（国公立病院及び三次救急病院を除く）であって、次の各号の要件にすべて該当す

るものとする。 

（１）市税を滞納していない者 

（２）暴力団（新潟市暴力団排除条例（平成 24 年新潟市条例第 61 号）第２条第２項に

規定する暴力団をいう。以下同じ。）、暴力団員（同条第３項に規定する暴力団員をい

う。以下同じ。）及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの

でない者。 

（事業の運営方針） 

第３条 この事業は、救急搬送患者の受け入れ体制の確保に要した費用の一部を補助する

ことにより、救急医療体制の強化を図るものとする。 

（補助対象） 



第４条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助事業者がこの

要綱に基づき実施した事業とする。ただし、別表で定める年間の救急搬送患者受入実

績分の救急搬送患者受入数が２００人に満たない場合は、補助対象としない。 

(適用除外) 

第５条 削除 

 （補助金の額） 

第６条 補助金の額は、別表で定める補助対象経費から診療報酬等の収入を控除した額と

基準額を比較して少ない方の額とする。 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助対象事業を実施した補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、規

則第６条の規定に基づく補助金交付申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添え

て、市長に提出するものとする。 

 （１） 事業計画書（別紙１） 

 （２） 収支予算書（別紙２） 

（３） 市税の納税証明書 

 （４） その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第８条 市長は、補助金の交付申請があったときは、書類審査等を行い、補助金を交付す

るか否かを決定しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書

（別記様式第２号）により通知するものとする。 

（交付の条件） 

第９条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

 （１） 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につい          



て証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後５年間保管して

おかなければならない。 

 （申請事項の変更等） 

第１０条 第８条の規定による通知を受けた補助事業者は、申請書に記載した事項を変更

しようとするときは、補助事業変更申請書（別記様式第３号）によりその旨を市長に申

請しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があった場合において必要と認めるときは、補助金の交付の決定

を取り消し、又は補助金の交付決定額を変更するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により補助金の交付の取り消し、又は変更を決定したときは、補

助金交付決定変更通知書（別記様式第４号）により通知するものとする。 

（実績報告） 

第１１条 補助事業者は、補助事業終了後に実績報告書（別記様式第５号）を作成し、次

に掲げる書類を添えて、補助事業完了後１か月以内又は当該補助金の交付の決定にかか

る年度の３月３１日のいずれか早い時期までに市長へ提出するものとする。 

 （１） 事業報告書（別紙１） 

 （２） 収支決算書（別紙２） 

 （３） その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付等） 

第１２条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、書類審査等を行

ったうえ、補助金額を確定し、その旨を補助金確定通知書（別記様式第６号）により補

助事業者に通知し交付するものとする。 

２ 市長は、書類審査にあたり、前条各号に掲げる書類のほか必要な書類の提出を求め、

又は調査を行うことができる。 

（補助金の取消し等） 



第１３条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補

助金の交付を取り消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることがで

きる。 

 （１） 事業の全部又は一部を中止したとき。 

 （２） 虚偽の申請その他不正な行為により補助金を受けたとき。 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

(施行期日) 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

(適用期間) 

 ２ この要綱の適用期間は、令和１１年３月３１日までとする。 

   附 則 

   この要綱は、平成３０年３月３１日から施行する。 

附 則 

   この要綱は、令和３年３月３１日から施行する。 

附 則 

   この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

   この要綱は、令和６年３月３１日から施行し、令和６年度分の補助金から適用する。 

   附 則 

この要綱は、令和７年３月３１日から施行し、令和７年度分の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和８年３月３１日から施行し、令和８年度分の補助金から適用する。



別表 

補助対象経費 基準額 

救急医療体制に必要な次に掲げる経費 

 

１ 給与費 

２ 材料費 

３ 減価償却費 

４ 雑損失 

５ その他費用 

（注）新潟市病院群輪番制病院運営事

業補助金、新潟市疾患別病院群輪番制

病院運営事業補助金、及び国・県・市

の他の補助金で補助対象とした経費は

除くこと。 

（１）年間の救急搬送患者受入実績分 

（申請年の１月１日から１２月３１日まで） 

救急搬送患者受入数 補助額 

200 人以上 500 人未満 100 万円 

500 人以上 1,000 人未満 200 万円 

1,000 人以上 1,250 人未満 300 万円 

1,250 人以上 1,500 人未満 400 万円 

1,500 人以上 1,750 人未満 500 万円 

1,750 人以上 2,000 人未満 600 万円 

2,000 人以上 2,250 人未満 700 万円 

2,250 人以上 2,500 人未満 800 万円 

2,500 人以上 2,750 人未満 1,000 万円 

2,750 人以上 3,000 人未満 1,200 万円 

3,000 人以上 3,250 人未満 1,400 万円 

3,250 人以上 3,500 人未満 1,600 万円 

3,500 人以上 3,750 人未満 1,800 万円 

3,750 人以上 4,000 人未満 2,000 万円 

4,000 人以上 4,250 人未満 2,200 万円 

4,250 人以上 4,500 人未満 2,400 万円 

4,500 人以上 4,750 人未満 2,600 万円 

4,750 人以上 5,000 人未満 2,800 万円 

5,000 人以上 5,250 人未満 3,000 万円 

5,250 人以上 5,500 人未満 3,200 万円 

5,500 人以上 5,750 人未満 3,400 万円 

5,750 人以上 6,000 人未満 3,600 万円 

6,000 人以上  3,800 万円 

（２）加算額 

１病院につき年額 300 万円を上限に交付する。 

 



別記様式第１号（第７条関係） 

 

    年  月  日 

 

 

（宛先）新潟市長 

 

 

申請者  所在地           

                                          名 称           

代表者          

 

対象病院  所在地           

                                          名 称           

代表者          

 

 

 

救急搬送患者受入促進事業費補助金交付申請書 
 

 

     年度の補助金の交付について次のとおり申請します。 

 

 

記 

 

1. 補助事業の名称 

   救急搬送患者受入促進事業 「          病院」 

 

２. 補助事業の目的及び内容 

救急指定病院及び救急患者の搬送機関との円滑な連携体制を維持強化し、救急医

療体制の充実を図ることを目的とする。 

 

３. 補助対象経費 

   救急医療体制に必要とされる経費 

 

４. 交付申請額及びその算定方法 

   金          円 

 

５. 補助事業の期間（予定）年月日 

       年  月  日～    年  月  日 

 

６． 情報の公表の内容、方法及び時期 

 

 

７． 添付書類 

   ⑴ 事業計画書（別紙１） 

   ⑵ 収支予算書（別紙２） 

   ⑶ 市税の納税証明書 



別紙１ 

事 業 計 画 書 

 

 

１ 病 院 名                  

 

２ 開 設 者                  

 

３ 許 可 病 床 数                床 

 

４ 診 療 体 制 

  

職種 

休日昼間 夜間 

院内待機 
オンコール 

院内待機 
オンコール 

救急専従 病棟勤務 救急専従 病棟勤務 

医 師       

看 護 師       

放 射 線 技 師       

検 査 技 師       

薬 剤 師             

その他(事務職員等)       

計 人 人 人 人 人 人 

人員配置に関する 

特記事項 

 

 ※標準的な配置状況を記入してください。 

  

５ 救急搬送患者の対応計画（対応可否） 

 

主な対応科目    科 科 科 科  

傷病程度 軽症  中等症  重症    

画像検査体制 ＣＴ  ＭＲＩ  一般撮影  その他画像検査  

処 置 緊急手術        

その他特記 

すべき事項等 

 

 

 

        

６ 年間の救急搬送患者受入見込（申請年の１月１日から１２月３１日まで） 

 

見込数 

人 



別紙２ 

収 支 予 算 書 

                     （病院名           ） 

収

入 

項 目 予 算 額 備  考 

収益   

   

補助金   

   

合 計   

 

支

出 

項 目 予 算 額 備  考 

給与費   

   

材料費   

   

減価償却費   

   

雑損失   

   

その他費用   

   

合 計   

 注１）救急医療に関する年間（４月１日～３月３１日）の予算額を記入してください。 

注２）支出については、新潟市病院群輪番制病院運営事業補助金、新潟市疾患別病院群

輪番制病院運営事業補助金、及び国・県・市の他の補助金で補助対象とした経費

は除いてください。 

     



別記様式第２号（第８条関係） 

 

 第     号 

 年  月  日 

 

 

 様 

 

                新潟市長          印 

 

 

 

救急搬送患者受入促進事業費補助金交付決定通知書 

 

 
     年  月  日付けで申請のあった補助金については、次のとおり交付の決

定をしましたので通知します。 

 

記 

 

１．補助事業の名称      救急搬送患者受入促進事業 

 

「          病院」 

  

 

２．交付決定額        金         円 

    

 

 

３．補助事業の目的及び内容  申請書記載のとおり 



別記様式第３号（第１０条関係） 

 

    年  月  日 

 

 

（宛先）新潟市長        

 

 

補助事業者  所在地           

                                          名 称           

代表者           

 

対象病院  所在地           

                                          名 称           

代表者          

 

 

 

救急搬送患者受入促進事業費補助金変更申請書 
 

 

     年  月  日付け新  第    号の２で補助金の交付決定のあった事業

について、次のとおり変更したいので、申請します。 

 

記 

 

１．補助事業の名称 

   救急搬送患者受入促進事業 「          病院」 

 

２．変更の内容 

   

変 更 前 変 更 後 

  

 

 

３．変更の理由 

   

 

４．変更予定年月日 



別記様式第４号（第１０条関係） 

 

 第     号 

 年  月  日 

 

 

 様 

 

                新潟市長            印 

 

救急搬送患者受入促進事業費補助金交付決定変更通知書 

 
     年  月  日付け新  第    号の２で交付決定した事業については、

次のとおり変更したので通知します。 

 

記 

 

１．補助事業の名称   救急搬送患者受入促進事業 

 

「          病院」 

 

 

２．既交付決定額    金          円 

 

 

３．変更交付決定額   金          円 

 

 

４．変更事項 

 

５．変更の理由 

変 更 前 変 更 後 

  



別記様式第５号（第１１条関係） 

年  月  日 

 

（宛先）新潟市長 

 

 

補助事業者 住 所 

名 称 

代表者             

 

対象病院 住 所 

名 称 

代表者             
 

 

 

救急搬送患者受入促進事業費補助金実績報告書 
 

年  月  日付け   第    号で補助金の交付決定のあった事業

が完了したので下記のとおり関係書類を添えて報告します。 

 

 
記 

 

 

１．補助事業の名称      救急搬送患者受入促進事業 

 

「          病院」 

 

 

２．交付決定額及びその精算額  金        円 

   

３．補助事業完了年月日       年  月  日 

 

４．補助事業の成果          別紙１のとおり 

 

５．補助事業の精算に係る収支明細   別紙２のとおり 

 

６．情報の公表の状況 



別紙１ 

事  業  報  告  書 
（病院名         ） 

１ 診療体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 年間の救急搬送患者受入実績（申請年の１月１日から１２月３１日まで）               

区分 救急搬送患者数（Ａ） 

（新潟市消防局分） 

救急搬送患者数（Ｂ） 

（新潟市消防局以外分） 

補助対象患者数 

（Ａ＋Ｂ） 

受入人数 

入院 
  

 

外来    

計    

 

職種 

休日昼間 夜間 

院内待機 
オンコール 

院内待機 
オンコール 

救急専従 病棟勤務 救急専従 病棟勤務 

医 師       

看 護 師       

放 射 線 技 師       

検 査 技 師       

薬 剤 師             

その他(事務職員等)       

計 人 人 人 人 人 人 

人員配置に関する 

特記事項 

 



別紙２ 

 

収 支 決 算 書 
 

                           （病院名       ） 

収

入 

項 目 決 算 額 備  考 

収益   

   

補助金   

   

合 計   

 

支

出 

項 目 決 算 額 備  考 

給与費   

   

材料費   

   

減価償却費   

   

雑損失   

   

その他費用   

   

合 計   

 

注１）救急医療に関する年間（４月１日～３月３１日）の決算額を記入してください。 

注２）支出については、新潟市病院群輪番制病院運営事業補助金、新潟市疾患別病院群輪

番制病院運営事業補助金、及び国・県・市の他の補助金で補助対象とした経費は

除いてください。 

                                        



別記様式第６号（第１２条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

 様 

 

新潟市長           印 

 

 

救急搬送患者受入促進事業費補助金確定通知書 

 
     年  月  日付けで実績報告のあった事業に対する補助金について、次の

とおり確定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

 

１．補助事業の名称      救急搬送患者受入促進事業 

 

「          病院」 

 

 

２. 交付決定額        金         円 

 

  

３．交付済額              金         円 

  

 

４．確 定 額        金         円 


